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の
方
（
99
歳
以
上
）

▼
支
給
額
＝
①
７
千
円　

②
１
万
円

　

③
１
万
５
千
円

▼
支
給
方
法
＝
地
区
民
生
委
員
が
、

　

９
月
中
に
対
象
と
な
る
方
を
訪
問

　

し
支
給
し
ま
す
。

　
　
　

伊
奈
庁
舎
介
護
福
祉
課

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
１
７
１
）

申
問

出
前
講
座
の
ご
活
用
を
！

　

健
康
増
進
課
で
は
、
健
康
づ
く
り

の
一
環
と
し
て
、
保
健
師
や
栄
養
士

が
健
康
に
関
す
る
お
話
や
実
技
を
行

う
「
出
前
講
座
」
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

▼
講
座
対
象
＝
市
内
の
サ
ー
ク
ル
や

　

自
治
会
な
ど
の
団
体

▼
会
場
＝
市
内
の
公
民
館
や
コ
ミ
ュ

　

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
な
ど

▼
申
し
込
み
方
法
＝
希
望
す
る
日
程

　

の
２
カ
月
前
ま
で
に
お
申
し
込
み

　

く
だ
さ
い
。

　

※
日
時
に
つ
い
て
は
、
ご
希
望
に

　

添
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
　

   

健
康
増
進
課
☎
25
‐
２
１
０
０

申
問

恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強
制

抑
留
者
、
引
揚
者
の
方
へ

特
別
慰
労
品
を
贈
呈

ま
す
（
ご
遺
族
の
方
は
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
）。

　

な
お
、引
揚
者
の
方
に
つ
い
て
は
、

終
戦
日
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
外

地
で
生
活
し
、
戦
後
引
き
揚
げ
て
き

た
家
族
全
員
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
請
求
方
法
＝
関
係
書
類
を
平
和
祈

　

念
事
業
特
別
基
金
へ
直
接
送
付
し

　

て
く
だ
さ
い
。（
様
式
は
、
社
会
福

　

祉
課
に
あ
り
ま
す
）

▼
請
求
期
限
＝
平
成
21
年
３
月
31
日
㈫

　
  

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業

特
別
基
金

☎
０
１
２
０
‐
２
３
４
‐
９
３
３

　
　 問

　

月
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料

の
免
除
基
準
が
変
わ
り
ま
す

10
　

10
月
１
日
か
ら
、
障
が
い
の
あ
る

方
を
対
象
と
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信

料
の
免
除
基
準
が
変
わ
り
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
は
、
免
除
申
請
の
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。（
す
で
に

免
除
さ
れ
て
い
る
方
は
、
手
続
き
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）

　

な
お
、
免
除
は
申
請
月
か
ら
適
用

さ
れ
ま
す
が
、
９
月
30
日
ま
で
に
手

続
き
を
済
ま
せ
た
場
合
は
、
10
月
分

か
ら
免
除
さ
れ
ま
す
。　

詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
場
所
＝
社
会
福
祉
課

▼
必
要
書
類
＝
障
が
い
者
手
帳
、
印
鑑

　
　
　

伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課

☎
58
‐
２
１
１
１

（
内
線
１
１
５
３
・
１
１
５
４
）

身体障がい 知的障がい 精神障がい
全額免除

（障がいのある方が
世帯にいる場合）

同一世帯全員が住民税非課税

半額免除
（障がいのある方が世帯主）

・視覚または聴覚に
　障がいがある方

・重度（１級・２級）
　の障がいがある方

・重度（Ⓐ・A）の
　 障がいがある方

・重度（１級）の
    障がいがある方

         　　　　　　　　　　【ＮＨＫ受信料変更後の免除基準】

申
問

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児

童
扶
養
手
当
の
年
度
更
新

を
お
忘
れ
な
く
！

を
ご
覧
の
う
え
、
次
の
期
間
中
に
必

ず
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
を
忘
れ
る
と
、
手
当
の
受

給
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
児
童
扶
養
手
当

　

８
月
中
に
「
現
況
届
」
の
提
出
が

　

必
要
で
す
。
こ
の
届
出
に
よ
り
、

　

８
月
分
以
降
１
年
間
の
手
当
受
給

　

の
可
否
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

８
月
11
日
か
ら
９
月
10
日
ま
で
の

　

間
に
「
所
得
状
況
届
」
の
提
出
が

　

必
要
で
す
。
こ
の
届
出
に
よ
り
、

　

８
月
分
以
降
１
年
間
の
手
当
受
給

　

の
可
否
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

※
７
月
中
に
、
各
手
当
を
新
規
で
認

　

定
請
求
を
し
た
方
は
手
続
き
の
必

　

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　

伊
奈
庁
舎
児
童
福
祉
課

☎
58
‐
２
１
１
１　
（
内
線
１
１
６
３
）

申
問

　

健
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
料
金
＝
無
料

▼
予
約
＝
不
要

▼
相
談
員
＝
人
権
擁
護
委
員

　
　
　

伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課

☎
58
‐
２
１
１
１

　
（
内
線
１
１
５
３
・
１
１
５
４
）

   

特
設
人
権
相
談
所

　
　
　
　

無
料
相
談

申
問

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

　
　
　
　
　
　

強
化
週
間

　

い
じ
め
や
児
童
虐
待
な
ど
、
子
ど

も
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題

に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人

権
１
１
０
番
」強
化
週
間
を
実
施
し
、

悩
み
を
持
っ
た
お
子
さ
ん
や
保
護
者

の
方
か
ら
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
期
間
＝
９
月
８
日
㈪
〜
14
日
㈰

▼
時
間
＝
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

（
土
・
日
は
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

▼
専
用
電
話
番
号
（
全
国
共
通
）

　
　

０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０

▼
実
施
機
関
＝
水
戸
地
方
法
務
局
・

　

茨
城
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

▼
相
談
員
＝
法
務
局
職
員
・
人
権
擁

　

護
委
員
（
子
ど
も
の
人
権
専
門
）

　

家
庭
内
の
問
題
、
い
じ
め
、
セ
ク

ハ
ラ
、相
続
な
ど
、心
配
ご
と
や
困
っ

て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
厳
守
さ
れ
ま

す
。

▼
日
時
＝
９
月
２
日
㈫

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

▼
会
場
＝
き
ら
く
や
ま
ふ
れ
あ
い
の

　

丘
す
こ
や
か
福
祉
館
、
谷
和
原
保

　

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特

別
基
金
で
は
、
い
ま
だ
請
求
さ
れ
て

い
な
い
恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強
制
抑

留
者
お
よ
び
引
揚
者
の
ご
本
人
に
対

し
て
、
特
別
慰
労
品
を
贈
呈
し
て
い

　

児
童
福
祉
課
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

手
当
受
給
資
格
者
（
支
給
停
止
の
方

も
含
み
ま
す
）
の
方
に
年
度
更
新
の

通
知
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
内
容

　
　

   

水
戸
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
０
２
９
‐
２
２
７
‐
９
９
１
９

申

   

電
話
加
入
権
を

　
　
　

公
売
し
ま
す

問

　

差
し
押
さ
え
を
し
て
い
る
電
話
加

入
権
を
公
売
し
ま
す
。
新
た
に
電
話




